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一 住 宅 の 品 質 確 保 の 促 進 等 に 関 す る 法 律 施 行 令 （ 平 成 十 二 年 政 令 第 六 十 四 号 ） （ 抄 ）                （ 傍 線 部 分 は 改 正 部 分 ） 

改   正   案 現       行 

 

 

（ 登 録 住 宅 性 能 評 価 機 関 等 の 登 録 の 有 効 期 間 ） 

第 一 条 住 宅 の 品 質 確 保 の 促 進 等 に 関 す る 法 律 （ 以 下 「 法 」 と い う 。 ） 第

十 一 条 第 一 項 （ 法 第 二 十 五 条 第 二 項 、 第 四 十 四 条 第 三 項 又 は 第 六 十 一

条 第 三 項 に お い て 準 用 す る 場 合 を 含 む 。 ） の 政 令 で 定 め る 期 間 は 、 五 年

と す る 。 

 

（ 型 式 住 宅 部 分 等 製 造 者 の 認 証 の 有 効 期 間 ） 

第 二 条 法 第 三 十 六 条 第 一 項 の 政 令 で 定 め る 期 間 は 、 五 年 と す る 。 

 

 

（ 認 証 外 国 型 式 住 宅 部 分 等 製 造 者 の 工 場 等 に お け る 検 査 に 要 す る 費 用

の 負 担 ） 

第 三 条 法 第 四 十 三 条 第 四 項 の 政 令 で 定 め る 費 用 は 、 同 項 の 検 査 の た め

法 第 四 十 二 条 第 一 項 の 職 員 が そ の 検 査 に 係 る 工 場 、 営 業 所 、 事 務 所 、

倉 庫 そ の 他 の 事 業 場 の 所 在 地 に 出 張 を す る の に 要 す る 旅 費 の 額 に 相 当

す る も の と す る 。 こ の 場 合 に お い て 、 そ の 出 張 を す る 職 員 を 二 人 と し 、

そ の 旅 費 の 額 の 計 算 に 関 し 必 要 な 細 目 は 、 国 土 交 通 省 令 で 定 め る 。 

 

 

（ 登 録 外 国 住 宅 型 式 性 能 認 定 等 機 関 等 の 事 務 所 に お け る 検 査 に 要 す る

費 用 の 負 担 ） 

第 四 条 法 第 五 十 五 条 第 五 項 及 び 第 六 十 五 条 第 五 項 の 政 令 で 定 め る 費 用

は 、 法 第 五 十 五 条 第 五 項 又 は 第 六 十 五 条 第 五 項 の 検 査 の た め 法 第 四 十

四 条 第 三 項 又 は 第 六 十 一 条 第 三 項 に お い て 準 用 す る 法 第 二 十 二 条 第 一

項 の 職 員 が そ の 検 査 に 係 る 事 務 所 の 所 在 地 に 出 張 を す る の に 要 す る 旅

第 一 条 削 除 

 

（ 指 定 住 宅 性 能 評 価 機 関 等 の 指 定 等 の 有 効 期 間 ） 

第 二 条 住 宅 の 品 質 確 保 の 促 進 等 に 関 す る 法 律 （ 以 下 「 法 」 と い う 。 ） 第

十 一 条 第 一 項 （ 法 第 四 十 一 条 第 三 項 、 第 五 十 条 第 二 項 、 第 五 十 五 条 第

二 項 又 は 第 六 十 条 第 二 項 に お い て 準 用 す る 場 合 を 含 む 。 ） の 政 令 で 定 め

る 期 間 は 、 五 年 と す る 。 

 

（ 型 式 住 宅 部 分 等 製 造 者 等 の 認 証 の 有 効 期 間 ） 

第 三 条 法 第 二 十 八 条 第 一 項 （ 法 第 三 十 七 条 第 二 項 に お い て 準 用 す る 場

合 を 含 む 。 ） の 政 令 で 定 め る 期 間 は 、 五 年 と す る 。 

 

（ 認 証 外 国 型 式 住 宅 部 分 等 製 造 者 の 工 場 等 に お け る 検 査 に 要 す る 費 用

の 負 担 ） 

第 四 条 法 第 三 十 八 条 第 四 項 の 政 令 で 定 め る 費 用 は 、 法 第 三 十 七 条 第 二

項 に お い て 準 用 す る 法 第 三 十 五 条 第 一 項 の 検 査 の た め 同 項 の 職 員 が そ

の 検 査 に 係 る 工 場 、 営 業 所 、 事 務 所 、 倉 庫 そ の 他 の 事 業 場 の 所 在 地 に

出 張 を す る の に 要 す る 旅 費 の 額 に 相 当 す る も の と す る 。 こ の 場 合 に お

い て 、 そ の 出 張 を す る 職 員 を 二 人 と し 、 そ の 旅 費 の 額 の 計 算 に 関 し 必

要 な 細 目 は 、 国 土 交 通 省 令 で 定 め る 。 

 

（ 承 認 住 宅 型 式 性 能 認 定 機 関 等 の 事 務 所 に お け る 検 査 に 要 す る 費 用 の

負 担 ） 

第 五 条 法 第 五 十 一 条 第 四 項 （ 法 第 六 十 条 第 二 項 に お い て 準 用 す る 場 合

を 含 む 。 ） の 政 令 で 定 め る 費 用 は 、 法 第 五 十 条 第 二 項 （ 承 認 試 験 機 関 に

あ っ て は 、 法 第 六 十 条 第 二 項 ） に お い て 準 用 す る 法 第 十 九 条 第 一 項 の

検 査 の た め 同 項 の 職 員 が そ の 検 査 に 係 る 事 務 所 の 所 在 地 に 出 張 を す る
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費 の 額 に 相 当 す る も の と す る 。 こ の 場 合 に お い て 、 そ の 出 張 を す る 職

員 を 二 人 と し 、 そ の 旅 費 の 額 の 計 算 に 関 し 必 要 な 細 目 は 、 国 土 交 通 省

令 で 定 め る 。 

 

 

（ 住 宅 の 構 造 耐 力 上 主 要 な 部 分 等 ） 

第 五 条 法 第 九 十 四 条 第 一 項 の 住 宅 の う ち 構 造 耐 力 上 主 要 な 部 分 と し て

政 令 で 定 め る も の は 、 住 宅 の 基 礎 、 基 礎 ぐ い 、 壁 、 柱 、 小 屋 組 、 土 台 、

斜 材 （ 筋 か い 、 方 づ え 、 火 打 材 そ の 他 こ れ ら に 類 す る も の を い う 。 ） 、

床 版 、 屋 根 版 又 は 横 架 材 （ は り 、 け た そ の 他 こ れ ら に 類 す る も の を い

う 。 ） で 、 当 該 住 宅 の 自 重 若 し く は 積 載 荷 重 、 積 雪 、 風 圧 、 土 圧 若 し く

は 水 圧 又 は 地 震 そ の 他 の 震 動 若 し く は 衝 撃 を 支 え る も の と す る 。 

２ 法 第 九 十 四 条 第 一 項 の 住 宅 の う ち 雨 水 の 浸 入 を 防 止 す る 部 分 と し て

政 令 で 定 め る も の は 、 次 に 掲 げ る も の と す る 。 

一 ・ 二 略 

 

の に 要 す る 旅 費 の 額 に 相 当 す る も の と す る 。 こ の 場 合 に お い て 、 そ の

出 張 を す る 職 員 を 二 人 と し 、 そ の 旅 費 の 額 の 計 算 に 関 し 必 要 な 細 目 は 、

国 土 交 通 省 令 で 定 め る 。 

 

（ 法 第 八 十 七 条 第 一 項 の 政 令 で 定 め る 部 分 ） 

第 六 条 法 第 八 十 七 条 第 一 項 の 住 宅 の う ち 構 造 耐 力 上 主 要 な 部 分 と し て

政 令 で 定 め る も の は 、 住 宅 の 基 礎 、 基 礎 ぐ い 、 壁 、 柱 、 小 屋 組 、 土 台 、

斜 材 （ 筋 か い 、 方 づ え 、 火 打 材 そ の 他 こ れ ら に 類 す る も の を い う 。 ） 、

床 版 、 屋 根 版 又 は 横 架 材 （ は り 、 け た そ の 他 こ れ ら に 類 す る も の を い

う 。 ） で 、 当 該 住 宅 の 自 重 若 し く は 積 載 荷 重 、 積 雪 、 風 圧 、 土 圧 若 し く

は 水 圧 又 は 地 震 そ の 他 の 震 動 若 し く は 衝 撃 を 支 え る も の と す る 。 

２ 法 第 八 十 七 条 第 一 項 の 住 宅 の う ち 雨 水 の 浸 入 を 防 止 す る 部 分 と し て

政 令 で 定 め る も の は 、 次 に 掲 げ る も の と す る 。 

一 ・ 二 略 
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二 住 宅 金 融 公 庫 法 施 行 令 （ 昭 和 三 十 二 年 政 令 第 七 十 号 ） （ 抄 ）                          （ 傍 線 部 分 は 改 正 部 分 ） 

改   正   案 現       行 

 

（ 法 第 二 十 三 条 第 一 項 第 四 号 の 政 令 で 定 め る 法 人 ） 

第 十 七 条 の 五 法 第 二 十 三 条 第 一 項 第 四 号 に 規 定 す る 政 令 で 定 め る

法 人 は 、 公 庫 の 業 務 を 委 託 す る に 必 要 で 、 か つ 、 適 切 な 組 織 及 び 能

力 を 有 す る 民 法 第 三 十 四 条 の 法 人 、 建 築 基 準 法 第 七 十 七 条 の 二 十 一

第 一 項 の 指 定 確 認 検 査 機 関 で あ る 法 人 及 び 住 宅 の 品 質 確 保 の 促 進

等 に 関 す る 法 律 （ 平 成 十 一 年 法 律 第 八 十 一 号 ） 第 五 条 第 一 項 の 登 録

住 宅 性 能 評 価 機 関 で あ る 法 人 と す る 。 

 

 

（ 法 第 二 十 三 条 第 一 項 第 四 号 の 政 令 で 定 め る 法 人 ） 

第 十 七 条 の 五 法 第 二 十 三 条 第 一 項 第 四 号 に 規 定 す る 政 令 で 定 め る

法 人 は 、 公 庫 の 業 務 を 委 託 す る に 必 要 で 、 か つ 、 適 切 な 組 織 及 び 能

力 を 有 す る 民 法 第 三 十 四 条 の 法 人 、 建 築 基 準 法 第 七 十 七 条 の 二 十 一

第 一 項 の 指 定 確 認 検 査 機 関 で あ る 法 人 及 び 住 宅 の 品 質 確 保 の 促 進

等 に 関 す る 法 律 （ 平 成 十 一 年 法 律 第 八 十 一 号 ） 第 五 条 第 一 項 の 指 定

住 宅 性 能 評 価 機 関 で あ る 法 人 と す る 。 
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三 沖 縄 振 興 開 発 金 融 公 庫 法 施 行 令 （ 昭 和 四 十 七 年 政 令 第 百 八 十 六 号 ）                     （ 傍 線 部 分 は 改 正 部 分 ） 

改   正   案 現       行 

 

（ 業 務 の 委 託 ） 

第 五 条 法 第 二 十 条 第 一 項 に 規 定 す る 政 令 で 定 め る 法 人 は 、 沖 縄 振 興

開 発 金 融 公 庫 （ 以 下 「 公 庫 」 と い う 。 ） の 業 務 を 委 託 す る に 必 要 で 、

か つ 、 適 切 な 組 織 及 び 能 力 を 有 す る 次 に 掲 げ る 法 人 と す る 。 

一 略 

二 住 宅 の 品 質 確 保 の 促 進 等 に 関 す る 法 律 （ 平 成 十 一 年 法 律 第 八 十

一 号 ） 第 五 条 第 一 項 の 登 録 住 宅 性 能 評 価 機 関 で あ る 法 人 

三 略 

２ ・ ３ 略 

 

 

（ 業 務 の 委 託 ） 

第 五 条 法 第 二 十 条 第 一 項 に 規 定 す る 政 令 で 定 め る 法 人 は 、 沖 縄 振 興 

開 発 金 融 公 庫 （ 以 下 「 公 庫 」 と い う 。 ） の 業 務 を 委 託 す る に 必 要 で 、

か つ 、 適 切 な 組 織 及 び 能 力 を 有 す る 次 に 掲 げ る 法 人 と す る 。 

一 略 

二 住 宅 の 品 質 確 保 の 促 進 等 に 関 す る 法 律 （ 平 成 十 一 年 法 律 第 八 十

一 号 ） 第 五 条 第 一 項 の 指 定 住 宅 性 能 評 価 機 関 で あ る 法 人 

三 略 

２ ・ ３ 略 

 

  

 
 


